
金沢市短期入所施設湖陽ホーム 料金表
[事業所番号 1770100699]

【併設型短期入所生活介護】

令和8年 5月 1日施行

【
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利用者負担区分 第 1段階 第2段階 第3段階(① ) 第3段階(②) 第4段階
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①
1割負担【1単位〓10_17円 ]
[介饉磯員等処遇改善加算140祐 ] 768 768 768 768 768

※
2割負担[1単位=1017円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算140“ ] 1,536

◇
3御負担[1単位=1017円 I
[介離職員等処遇改善加算140略 l 2,304

② 滞 在 費 0 430 430 430 915

③ 食   貴 300 600 11000 1,300 11900

支払い金額合言+ 1割 (①+②十③) 1,068 1,798 2,198 2,498 3,583

支払い金額合計 2割 (※ +②十③) 4,351

支払い金額合計 3割 (◇十②+③ ) 5,119
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利用者負担区分 第 1段階 第2段階 第3段階(① ) 第3段階(②) 第4段階
1日 合計単位数 731 ′31 731 731 731
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1割負担[1単位=1017円 ]
[介離職員等処遇改善加算140“ ] 848 848 848 848 848

※
2割負担11単位=10_17円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算140“] 1,695

◇
3割負担【1単位=1017円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算140瑚 2,542

② 滞 在 費 0 430 430 430 915

③ 食   費 300 600 1,000 1,300 1,900

支払い金額合計 1割 (①+②+③ ) 1,148 1,878 2,278 2,578 3,663

支払い金額合計 2翻 (※ +②+③ ) 4.510

支払い金額合計 3割 (◇十②+③) 5,357

利用者負担区分 第 1段階 第2段階 第3段階(①) 第3段階(② ) 第4段階
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1割負担[1単位=1017円 ]
[介雌璃員等処遇改善加算140瑚 933 933 933 933 933

※
2コI負担[1単位〓1017円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算140略l 1,865

◇
3割負担[1単位=1017円 ]
[介破職員等処遇改善加算14.0祐] 2,798

② 滞 在 費 0 430 430 430 915

③ 食   費 300 600 11000 1,300 1,900

支払い金額合計 1割 (①+②十③) 1,233 1,963 21363 21663 3,748

支払い金額合計 2割 (※+②+③) 4,680

支払い金額合計 3割 (◇十②+③ ) 5,613



金沢市短期入所施設湖陽ホーム 料金表
[事業所番号 1770100699] 令和8年 5月 1日 施行

利用者負担区分 第 1段階 第2段階 第3段階(①) 第3段階(②) 第4段階
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併設型短期入所生活介離費 (Ⅱ )

サーヒ・ス提供体制強化加算 (I)イ
夜勘職員已E加算 (I)ロ
機能削練指導体制加算     ~~~~~~
看護体制加算 (I)
看瞳体制加算 (Ⅱ )
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①
1割負担[1単位=1017円 ]
[介謹職員等処遇改善加算140問 11013 1,013 1,013 1,013 1,013

※
2割負担[1単位=1017円 ]
[介瞳磯員等処遇改善加算140%l 2,026

◇
3割負担[1単位=1017円 ]
[介膜璃員等処遇改善加算140瑚 3,039

② 滞 在 費 0 430 430 430 915

③ 食   費 300 600 1,000 1,300 1,900

支払い金額合計 1割 (①+②+③ ) 1,313 2,043 2,443 2,743 3,828

支払い金額合計 2割 (※十②+③ ) 4,841

支払い金額合計 3割 (◇ +②十③) 5,854

【 (単位 :円

利用者負担区分 第 1段階 第2段階 第3段階(① ) 第3段階(②) 第4段階
¬日 合計単位軟 943 943 943 943 943
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併設型短期入所生活介艇費 (Ⅱ )

サービス提供体制強化加算 (I)イ
夜勘職員已置加算 (I)口

看護体制加算 (I)
看護体制加算 (Ⅱ )

機能コ‖練指導体制加算
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40%l①
1割負担[1単位=1017円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算1 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094

40監 l
※
2割負担[1単位=1017円〕
[介破磯員等処遇改善加算1 2,187

◇
3割負担[1単位=1017円 ]
[介離嗽員等処遇改善加算140監l 3,280

② 滞 在 費 0 430 430 430 915

③ 食   費 300 600 1,000 1,300 1,900

支払い金額合計 1割 (①+②+③ ) 1,394 21124 2,524 2,824 3,909

支払い金額合計 2割 (※ +②+③ ) 5,002

支払い金額合計 3割 (◇+②十③) 6,095



利用者負担区分 第 1段階 第2段階 第3段階(①) 第3段階(②) 第4段階

48も 43b 4じも 4Uう 485

451 451 451 461451併設型短期入所生活介腫費 (工 )

サービス提供体制強化加算 (I)イ 22 22 22 22 22
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訳 機能 Bli佐 指導体榊 加室 12 12 12 12 12

①
1書1負担〔1単位〓1017円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算140間 563 563 563 563 563

※
2割負担[1単位=1017円ユ
[介瞳磯員等処遇改善加算140祐】

1,125

1,688◇
3割負担[1単位宝1017円 ]
[介離職員等処遇改善加算140%l

915② 滞 在 費 0 430 430 430

③ 食   費 300 600 11000 1,300 11900

支払い金額合計 1割 (①+② +③) 863 11593 1,993 2,293 3,378

3,940支払い金額合計 2割 (※ +②+③)
4,503支払い金額合計 3翻 (◇ +②+③ )

金沢市短期入所施設湖冊ホーム 料金表
[事業所番号  1770100699]

【併設型介破予防短期入所生活介護】

令和8年 5月 日ヽ施行

(単位 :円 )

(単位 :円 )

)(

第 1段階 第2段階 第3段階(① ) 第3段階(②) 第4段階利用者負担区分

も9も b9b bUも 3υ b1日  合計単位取 595
561 561併設型短期入所生活介瞳費 (Ⅱ ) 561 561

22 22 22 22 22サーヒ・ス提供体制強化加算 (I)イ
1' 1, 1
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駅 機能削I錬指導体制加算 12

690 690 690 690①
1割負担[1単位=1017円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算14_0瑚

690

1,379※
2御負担[1単位=10_17円 ]
[介瞳職員等処遇改善加算140幣l

2,069◇
3割負担[1単位=1017円 ]
[介離職員等処遇改善加算14.0瑚

② 滞 在 費 0 430 430 430 915

③ 食   費 300 600 1,000 11300 1,900

990 1,720 2,120 2,420 3,505支払い金額合計 1割 (①+②十③)
41194支払い金額合計 2翻 (※ +②十③)
4,884支払い金額合計 3割 (◇ +②十③)

食 貴
『介護保険負担限度観認定証』をお持ちの
方は1日 あたりの食費が減額されます。

朝食 昼食 夕食

440 800 660

サービス内容略称 単位数 備 考

介護職員等処遇改善加算 (I)(力口算率=140%)
総単位数

14011

・キャリアパス要件 I(任用要件・賃金体系)、 Ⅱ(研修の実施等)、 Ⅲ(昇給の仕組み)、 Ⅳ(改善
後の賃金額)、 V(介護福祉士等の配置)・月領賃金改善要件 I(新加算Ⅳ相当の加算額の2分
の1以上を月給の改善に充てる)、 I前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算
額の3分の2以上の新たな基本給等の改善を行う。・職場環境等要件 II(6区分ごとにそれぞれ
2つ以上取り組む)、 ⅢⅣ(6区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む)

サービス提供体制強化加算(I)イ 22 介護職員総数の介護福祉士の占める割合が100分 のBO以上

夜勤職員配置加算(I)ロ 13 夜勤を行う介護職員・看護磯員の数が最低基準を1人以上、上回つて配置した場合に算定

機能訓練指導体制加算 12 機能訓練指導員を配置し訓練を行う体制がある場合に算定

看護体制加算(I) 4 常勤の看護師を1名 以上配置

8
看護職員数が常勤換算方法で利用者数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ施設基準数に1を加
えた数以上配置した場合に算定看護体制加算 (Ⅱ )

看取り連携体制加算 64
死亡日及び死亡日以前30日 以下について7日 を隈度 看護体制加算 IⅡ を算定し、かつ本体施設の者護職員と

24時間連絡できる体制を確保していること。

口腔連携強化加算 50
口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、評価結果

を情報提供した場合、1月 に1回 に限り算定

10
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

開催や生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を終続的に行うこと。見守り機器等のテクノロジーを1つ以上

導入していること。1年に1回 、業務改善の取組効果を示すデータをオンラインで提出すること。
生産性向上推進体制加算 (工 )

8/回 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に算定。1食 8単位。療養食加算

短期生活長期利用者提供減算 ▲ 30 長期利用者 (自隻利用などを挟み実質連続30日 を超える利用者)は基本報酬を適正化するため減算

184 居宅と事業所との間の送迎を行う場合 (片道 )
送迎加算

保険外 森本地区エリア外 (10km未満)送迎 550円 エリア外 (10km以上)送迎800円

X10.17 料 となり


